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○
あ
っ
せ
ん
員
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補
者
の
氏
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等

(
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務
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…

�

正

誤

○
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
号
外
第
二
十
六
号
規
則
中

(

人

事

課)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
一
号

結
核
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号)

第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法

第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
結
核
予
防
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百
四
十
二
号)

第
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
七
月
二
十
九
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
子
育
て
サ
ポ
ー
ト
か
た
つ
む
り

…
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名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

ひ
ま
わ
り
薬
局
弘
大
病
院
前

弘
前
市
大
字
本
町
五
六
の
九

平
成
��･

�･

��

�
�
�
�



� �

三

代
表
者
の
氏
名

田
中

訓

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
清
野
袋
五
丁
目
一
の
三

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
が
い
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
子
ど
も
達
に
対
し
て
、
地
域

社
会
の
中
で
心
身
と
も
に
健
全
に
育
成
さ
れ
る
よ
う
障
が
い
児
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
や
子
育
て
相
談
な

ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
に
よ
り
、
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
七
月
三
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
パ
ソ
ネ
ッ
ト
街
づ
く
り
の
会

三

代
表
者
の
氏
名

加
藤

清
衛

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
本
町
四
五
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
鰺
ケ
沢
町
民
及
び
周
辺
市
町
村
民
に
対
し
て
、
パ
ソ
コ
ン
と
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
利
用
し
た
街
づ
く
り
や
、
パ
ソ
コ
ン
リ
サ
イ
ク
ル
で
資
源
の
効
率
化
と
物
づ
く
り
技
術
の
蓄

積
を
図
る
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
全
体
の
利
益
の
増
進
と
地
域
社
会
の
活
性
化
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

河
川
整
備
計
画
の
案
の
縦
覧

一
級
河
川
馬
淵
川
水
系
に
関
す
る
河
川
整
備
計
画
の
案
を
作
成
す
る
の
で
、
河
川
法

(

昭
和
三
十

九
年
法
律
第
百
六
十
七
号)

第
十
六
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

１

河
川
整
備
計
画
の
案
に
関
す
る
書
類

２

公
聴
会
に
関
す
る
書
類

３

懇
談
会
に
関
す
る
書
類

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
五
年
八
月
十
三
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
八
戸
県
土
整
備
事
務
所

四

意
見
書
の
提
出

関
係
住
民
は
、
次
に
よ
り
意
見
書
を
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

意
見
書
の
様
式
及
び
記
載
事
項

任
意
の
様
式
に
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
住
所
及
び
氏
名
を
明
確
に
記
載
す
る
こ

と
。

２

意
見
書
の
提
出
期
限

平
成
十
五
年
九
月
二
日

３

意
見
書
の
提
出
先

青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
八
戸
都
市

計
画
公
園
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
八
戸
都
市
計
画
公
園
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変

更
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
の
変
更
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
三
日
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青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
の
種
類

八
戸
都
市
計
画
公
園
に
関
す
る
都
市
計
画

(

五
・
五
・
四
号
南
部
山
公
園)

二

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

１

除
か
れ
る
土
地
の
区
域

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
蝦
夷
館
の
一
部

２

追
加
さ
れ
る
土
地
の
区
域

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
大
谷
地
の
一
部

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
八
戸
市
都
市
開
発
部
公
園
緑
地
課

四

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
八
月
十
五
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

平
成
十
四
年
度
財
団
法
人
都
道
府
県
会
館
災
害
共
済
事
業
経
営
状
況
の
公
表

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
財
団
法
人
都
道
府
県
会
館
か
ら
平
成
十
四
年
度
の
災
害
共
済
事
業
の
経
営
状
況
に
つ
い
て
次
の
と

お
り
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

火
災
・
自
動
車
共
済
事
業

分
担
金
そ
の
他
収
入

四
、
四
五
六
、
七
二
八
、
五
四
〇

円

災
害
共
済
金
、
経
費
そ
の
他
支
出

二
、
五
〇
二
、
四
四
三
、
五
〇
七

円

正
味
財
産

二
一
、
〇
一
三
、
五
六
八
、
七
七
三

円

二

機
械
損
害
共
済
事
業

分
担
金
そ
の
他
収
入

一
、
一
五
九
、
七
六
四
、
九
九
七

円

災
害
共
済
金
、
経
費
そ
の
他
支
出

四
六
九
、
九
四
〇
、
二
八
一

円

正
味
財
産

六
、
一
一
六
、
九
〇
四
、
七
一
六

円

出

先

機

関

青 森 県 報������	�
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開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る
地
域
の

名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
十
二
川
原
字
鱸
沼

一
九
四
の
一

南
津
軽
郡
尾
上
町
大
字
金
屋
字
中
松
元
七
七

の
三

工
藤
秀
幸

南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
柏
木
町
字
藤
山
二
〇

の
八
か
ら
二
〇
の
一
〇
ま
で
、
二
一
の
一
及

び
二
一
の
四
か
ら
二
一
の
七
ま
で

南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
唐
竹
字
川
原
田
四
の

三

中
田
清
美

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
一
町
田
字
早
稲
田
七

八
九

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
一
町
田
字
早
稲
田
七

七
〇
の
二

東
北
物
産
株
式
会
社

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
藤
崎
字
若
前
一
二
の

一
、
一
二
の
五
及
び
一
二
の
七
か
ら
一
二
の

二
五
ま
で
、
字
西
若
松
四
の
一
か
ら
四
の
一

七
ま
で
、
字
若
前
一
二
の
五
先
外

(

国
有
財

産)

弘
前
市
大
字
代
官
町
六
五
の
二

殖
産
住
宅
株
式
会
社

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
宿
川
原
字
山
下
五
一

の
五
、
字
山
下
五
一
の
五
先

(

国
有
財
産)

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
大
鰐
字
前
田
八
〇
の

二

成
田
貢

む
つ
市
南
町
一
〇
一
の
六
三
、
一
〇
一
の
八

四
及
び
一
〇
一
の
八
五
か
ら
一
〇
一
の
一
一

三
ま
で

む
つ
市
金
谷
一
丁
目
一
四
の
二
三

株
式
会
社
ト
ー
リ
ン

三
沢
市
堀
口
三
丁
目
五
の
一
及
び
五
の
一
二

か
ら
五
の
一
七
ま
で

三
沢
市
幸
町
一
丁
目
二
の
一
四

株
式
会
社
サ
ン
ロ
ク

� �
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土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
三
日

上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

山

口

真

誉

青 森 県 報平成15年８月13日 水曜日 第2212号 �

土

地

改

良

事

業

の

名

称

事
業
を
行
う
者

工
事
完
了

年

月

日

十
四
年
災
農
地
災
害
復
旧
事
業

三
九
―
一

七

戸

町

平
成
��･

�･

��

〃

三
九
―
二

〃

〃

〃

三
九
―
三

〃

〃

十
四
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
三
九
―
一
〇
一

〃

〃

〃

三
九
―
一
〇
二

〃

��･

�･

��

〃

三
九
―
一
〇
三

〃

��･

�･

��

〃

三
九
―
一
〇
四

〃

��･

�･

��

〃

三
九
―
一
〇
五

〃

〃

〃

三
九
―
一
〇
六

〃

��･

�･

�

〃

三
九
―
一
〇
七

〃

��･

�･

��

十
四
年
災
農
地
災
害
復
旧
事
業

四
五
―
一

東

北

町

��･

�･

��

〃

四
五
―
二

〃

��･

�･

�

〃

四
五
―
三

〃

〃

〃

四
五
―
四

〃

��･

�･

��

〃

四
五
―
五

〃

��･

�･

	

〃

四
五
―
八

〃

〃

〃

四
五
―
九

〃

〃

〃

四
五
―
一
〇

〃

��･

�･

��

十
四
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
四
五
―
一
〇
一

〃

��･

	･

��

〃

四
五
―
一
〇
二

〃

〃

〃

四
五
―
一
〇
三

〃

��･

�･

��

〃

四
五
―
一
〇
四

〃

��･

�･

	

〃

四
五
―
一
〇
五

〃

��･

�･

��

〃

四
五
―
一
〇
六

〃

��･

�･

��

〃

四
五
―
一
〇
七

〃

��･

�･

�

〃

四
五
―
一
〇
八

〃

��･

�･

��

〃

四
五
―
一
〇
九

〃

��･

�･

�


〃

四
五
―
一
一
一

〃

��･

�･

��

〃

四
五
―
一
一
三

〃

��･

�･

�

〃

四
五
―
一
一
四

〃

��･

�･




〃

四
五
―
一
一
五

〃

��･

�･

	

� �



� �

労

働

委

員

会

あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
の
氏
名
等

労
働
関
係
調
整
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号)

第
四
条
及
び
労
働
委
員
会

規
則(

昭
和
二
十
四
年
中
央
労
働
委
員
会
規
則
第
一
号)

第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
あ
っ

せ
ん
員
候
補
者
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
三
日

青
森
県
地
方
労
働
委
員
会
会
長

高

橋

牧

夫

青 森 県 報������	�
� �� 第2212号�

〃

四
五
―
一
一
六

〃

��

･

�･

��

〃

四
五
―
一
一
七

〃

〃

〃

四
五
―
一
一
八

〃

��･

�･

��

〃

四
五
―
一
一
九

〃

��･

�･

��

〃

四
五
―
一
二
〇

〃

��･

�･

��

〃

四
五
―
一
二
一

〃

��･

�･

��

〃

四
五
―
一
二
二

〃

��･

�･

��

〃

四
五
―
一
二
三

〃

��･

�･

�

〃

四
五
―
一
二
四

〃

��･

�･

��

〃

四
五
―
一
二
五

〃

��･

�･

��

氏

名

生
年
月
日

住

所

職

業

高
橋

牧
夫

昭
和�･

��･

��
八
戸
市
根
城
六
丁
目
一

七
の
一
九

青
森
県
地
方
労
働
委
員
会
委
員

弁
護
士

石
田

恒
久

昭
和

��･

�･

��

青
森
市
長
島
二
丁
目
二

三
の
一

青
森
県
地
方
労
働
委
員
会
委
員

弁
護
士

成
田

宏
子

昭
和

��･

�･

�

青
森
市
浪
打
二
丁
目
三

の
四

青
森
県
地
方
労
働
委
員
会
委
員

学	
青
森
山
田
学
園
青
森
山
田
中
学
校

事
務
長

赤
城

国
臣

昭
和

��･

�･

��

弘
前
市
大
字
学
園
町
一

の
一
公
宿
三
二
の
四
の
二
一

青
森
県
地
方
労
働
委
員
会
委
員

弘
前
大
学
人
文
学
部
教
授

今

喜
典

昭
和

��･

�･

��

青
森
市
緑
二
丁
目
一
七

の
四

青
森
県
地
方
労
働
委
員
会
委
員

青
森
公
立
大
学
経
営
経
済
学
部
教
授

佐
々
木
範
夫

昭
和

��･

��･

�

青
森
市
富
田
五
丁
目
三

一
の
一
八

青
森
県
地
方
労
働
委
員
会
委
員

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
青
森
県
連

合
会
副
会
長

栗
本

章
吉

昭
和

��･

��･

��

八
戸
市
旭
ケ
丘
五
丁
目

一
の
一
三
五

青
森
県
地
方
労
働
委
員
会
委
員

日
本
鉄
鋼
産
業
労
働
組
合
連
合
会
青

森
県
本
部
委
員
長

外
崎

祐
一

昭
和

��･

�･

�


弘
前
市
大
字
取
上
二
丁

目
一
三
の
一
三

青
森
県
地
方
労
働
委
員
会
委
員

全
国
交
通
運
輸
労
働
組
合
総
連
合
青

森
県
支
部
執
行
委
員
長

一
戸
富
美
雄

昭
和

��･

�･

��

青
森
市
桜
川
九
丁
目
八

の
二
五

青
森
県
地
方
労
働
委
員
会
委
員

東
北
電
力
労
働
組
合
青
森
県
本
部
委

員
長

上
野
パ
テ
ィ

昭
和

��･

�･




八
戸
市
下
長
五
丁
目
三

の
二
七
の
二
の
四
一

青
森
県
地
方
労
働
委
員
会
委
員

Ｕ
Ｉ
ゼ
ン
セ
ン
同
盟
オ
ー
ル
サ
ン
デ
ー

ユ
ニ
オ
ン
中
央
執
行
副
書
記
長

竹
田

良
三

昭
和�

･

��･

��

弘
前
市
大
字
下
白
銀
町

一
五
の
四
一

青
森
県
地
方
労
働
委
員
会
委
員

�
青
森
県
経
営
者
協
会
弘
前
支
部
専

務
理
事

村
田

剛
一

昭
和

��･

�･

��

八
戸
市
旭
ケ
丘
二
丁
目

二
の
二
六

青
森
県
地
方
労
働
委
員
会
委
員

㈱
八
興
取
締
役
会
長

笹
森

悦
郎

昭
和

��･

�･

��

青
森
市
沖
館
五
丁
目
六

の
一
八

青
森
県
地
方
労
働
委
員
会
委
員

ジ
ャ
パ
ン
ツ
ア
ー
シ
ス
テ
ム
み
ち
の

く
㈱
監
査
役

扇
田

實

昭
和�･

�･

��

青
森
市
幸
畑
一
丁
目
五

の
一
一

青
森
県
地
方
労
働
委
員
会
委
員

�
青
森
県
経
営
者
協
会
専
務
理
事

北
村
真
夕
美

昭
和

��･

��･

��

青
森
市
長
島
三
丁
目
二

二
の
四

青
森
県
地
方
労
働
委
員
会
委
員

㈱
青
森
経
営
研
究
所
代
表
取
締
役
社

長

天
童

光
宏

昭
和

��･

�･

��

青
森
市
東
造
道
一
丁
目

一
の
三

青
森
県
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
長

野
呂

昌
男

昭
和

��･

�･

��

青
森
市
松
森
一
丁
目
二

の
五

青
森
県
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
次

長

牛
田
日
出
男

昭
和

��･
�･
�

青
森
市
中
央
一
丁
目
二

八
の
三

青
森
県
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
総

括
副
参
事

� �
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正

誤

人

事

課
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発
行
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発
行
番
号

規

則

区

分
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号
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ペ
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か

ら

�

行

内
他
課

誤
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他
課

正

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭
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週
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・
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・
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曜
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